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第　　章　前計画の取組状況4
4-1　前計画の概要

平成 24 年 2月に改定（目標年次：令和 2年度）した前計画では、本市の基本構想・
基本計画である「元気発進！北九州」プランにおけるまちづくりの方向性と整合したテー
マを設定し、これに基づく4つの視点に沿ってみどりのまちづくりを進めるための緑地
の保全及び緑化の推進に関する指針を設定しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点④ 市民とともに創る緑のまちづくり

・地域の結びつきを強める公園管理や活用 

・市民や企業が取り組む花と緑づくりの推進 

・花・緑・生き物の情報発信や緑の育成 

協 働

＜計画テーマ＞

「パノラマの緑とまちの緑がいきづく環境首都・北九州」 

視点① 環境首都の機能を高める緑化と特色ある緑の保全・活用

・環境首都を先導する都市の顔づくり 

・特色ある景観や自然を感じる緑の保全と活用 

・生活の快適さを高める緑と生き物のネットワークづくり 

・まちに彩りをもたらす花のまちづくり 

環境首都の魅力

視点② 健やかで生きがいのある

暮らしに寄与する緑と公園づくり

・都市のニーズに対応した公園づ

くり 

・地域のコミュニティづくりに寄

与する緑と公園づくり 

・健康づくりや癒しにつながる緑

と公園づくり 

健康・生きがい

視点③ 暮らしの安全に寄与する

緑と公園づくり

・災害に対応する緑と公園の防

災機能の充実 

・誰もが安全で快適に利用でき

る緑と公園の高質化 

・公園施設を永く安全に使うた

めのリニューアル 

安 全

図 4-1　前計画のテーマと 4 つの計画の視点



第４章　前計画の取組状況

40

4-2　前計画の指標と目標量の達成状況
前計画における指標と目標量の達成状況は以下のとおりです。

社会情勢の変化や市民ニーズの多様化などにより、目標量に達しなかったものも

ありますが、おおむね増加・向上しており、環境首都に相応しいみどりの確保につ

いて、一定の成果をあげることができました。

ほぼすべての項目で、目標量に達しませんでしたが、都市公園の計画的な整備
や港湾緑地面積の増加などにより、市街地におけるみどりの量は増加しました。
本市の市街地は、山々の森林と長い海岸線に挟まれるように形成されており、
市民が身近に自然を感じることができる環境にあります。将来においても、これら
の環境が保全されるよう、各種制度を活用して、地域の特性や市民ニーズに応じ
たみどりの確保に努めます。

指標 当初の数値
（平成 22年度）

目標量
（令和 2年度末）  

現況 
（令和 2年度）

市街地の緑の担保 
（①+②+③+⑤）÷市街化区域 
※市街化区域 20,435ha

1,619ha 
（市街化区域の 7.9％）

1,942ha 
（市街化区域の 9.5％）→

1,718ha 
（市街化区域の 8.4％）

①特別緑地保全地区の指定 83.3ha 100ha → 83.3ha 
②工場緑地及び工場等緑化協定 343ha 400ha → 373ha 
緑に親しむ公園や緑地の整備 
③+④+⑤ 

1,411ha
（14.5 ㎡/人）

1,660ha
（17.6 ㎡/人） → 1,480ha 

（15.8 ㎡/人）
 ③都市公園面積 1,150ha

（11.8 ㎡/人）
1,245ha

（13.2 ㎡/人） → 1,190ha 
（12.7 ㎡/人）

④自然公園園地などや 
森林公園面積 218ha 218ha → 218ha 

⑤港湾緑地面積 42.6ha 197ha → 72.2ha 

市街地の緑の担保

注 1：当初（平成 22 年度）と目標量（令和 2 年度末）の人口は、それぞれ 97 万人、94 万人として算
　　出
注 2：現況の人口は、国勢調査に基づく推計人口　933,537人（令和 3 年 4 月 1 日現在）として算出
注３：市街化区域面積（20,435ha）は前計画改定時点（平成 23 年度末）から増減なしとして算出
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本市は、隣接する筑豊地方の石炭産出を背景に、製鉄業が盛んとなり、戦後も
モノづくりの都市として大きく発展してきましたが、昭和 30 年代以降、大気汚染
や水質汚濁が問題となりました。その後、事業者や市民の努力もあり、環境改善
が進み、平成 16 年には環境保全の取組を推進するための行動計画「環境首都グ
ランド・デザイン」を策定しました。また、低炭素社会の実現に向け、高い目標
を掲げて先駆的な取組にチャレンジする「環境モデル都市」として政府から選定
され、環境モデル都市の第 1号の取組として、平成 20 年より環境首都 100 万本
植樹プロジェクトがスタートしました。
これまでに、若松区の響灘地区などにおいて、74 万本の植樹を行い、今後も
100 万本を目指し、取組を継続します。

少子高齢化などにより、公園の利用者層が変化するとともに、みどりに対する
市民ニーズが多様化しています。本市では、市民ニーズを住民目線でとらえ、公
園の整備計画に反映するため、市民と協働して身近な公園づくりを考える「地域
に役立つ公園づくり事業」を進めています。その事業実施数は、目標量に届きま
せんでしたが、年間 2校区を目安に着実に事業を進めており、今後も取組を継続
します。
また、「花咲く街かどづくり事業」に取組む団体や公園愛護会への支援などによ
り、市民協働による花とみどりのまちづくりに対する活動が活発に行われ、その活
動箇所数は着実に増えています。今後も、これらの活動への支援を図ります。

指標 当初の数値
（平成 22年度）

目標量
（令和 2年度末）  

現況 
（令和 2年度）

環境首都 100 万本植樹＊ 25 万本 80 万本 → 74 万本 

指標 当初の数値
（平成 22年度）

目標量
（令和 2年度末）  現況 

（令和 2年度）
地域に役立つ公園づくり 
ワークショップ 12 校区 55 校区 → 39 校区 

市民協働による緑化や 
管理の箇所数 1,934 箇所 2,100 箇所 → 2,028 箇所 

協働の取組

市街地の緑化
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4-3　前計画の取組実績
前計画の「みどりに関する現状や課題」と「取組の方向性」について、これまでの
取組実績を確認し、これからの課題（今後の方向性）を導きます。

（１）みどり全般
みどり豊かな環境首都のイメージを実感できるように、市民や来訪者にみどりのまち
づくりを印象づけ、先導する拠点づくりが求められています。

前計画改定時
（平成 24 年 2月時点） 

現状
（令和 2年度末時点） 

課題 取組の方向性 これまでの取組実績 今後の課題 

緑被率の維
持・向上 

緑視率の向上
など、みどりの
高質化 

公園樹木や街路樹など
の適切な維持管理によ
るみどりの量の確保と
質の向上

【みどりの量の確保と
質の向上】

・良好なみどりの適正な維持
管理やみどりの量の確保と
さらなる質の向上による環
境首都を先導する都市の顔
づくり 
・周辺利用者や住民との協働
で良好なみどりを保全でき
るようなソフト施策の充実

低炭素社会の
モデルとなる
拠点の整備 

東田グリーングリッド
や城野ゼロカーボン先
進地区における、環境首
都を先導する低炭素の
住宅街の整備（完了） 

本市のイメ
ージアップ
とみどりが
実感できる
まちづくり 

小倉都心・黒崎
副都心などに
おける花と緑
による特色あ
る景観づくり 

駅前のペデストリアン
デッキ上の花壇整備な
どによる花と緑のまち
づくりの実施 

【みどりによる 
まちの魅力向上】

・小倉都心や黒崎副都心にお
ける花壇整備や主要道路の
街路樹整備などによるみど
りを実感できるまちづくり

自然とふれ
あう場の充
実 

市街地周辺の
みどりの活用
及び、市街地内
で自然に親し
める取組みの
推進 

みどりへの関心や、屋外
における活動の見直し
などニーズの多様化に
対応した、山田緑地や平
尾台自然の郷での自然
体験の実施

【自然との 
ふれあいの充実】

・市街地周辺及び市街地で自
然体験の場や機会の充実 

表 4-1　前計画の取組実績（みどり全般）
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（２）みどりの保全
本市は、大都市でありながら、市街地に近接して、山や海のパノラマ的な自然が広
がる恵まれた立地条件にあり、いたるところで生物多様性が育まれています。このパノ
ラマのみどり、そしてまちなかに残る貴重なみどりを適切に維持管理するとともに、保
全・活用することにより、みどりの質を向上させることが求められています。

前計画改定時
（平成 24 年 2月時点） 

現状
（令和 2年度末時点） 

課題 取組の方向性 これまでの取組実績 今後の課題 

市街地周辺
のみどりの
今後のあり
方検討 

北九州らしい
みどり豊かな
景観形成 

帆柱公園や平尾台など
における眺望場や休憩
施設の整備と、周辺の適
正な維持管理の実施

【市街地周辺における 
みどりの機能確保】

・市街地周辺のみどりの魅力
や質の向上 
・本市の顔となるみどりの魅
力向上 
・生物多様性に寄与する質の
高いみどりの保全と活用 
・防災機能に資するみどりの
保全と活用 

生物多様性を
育むみどりの
保全及び活用 

おいて生態系に配慮し
た整備を実施するとと
もに、自然とふれあうイ
ベントや講座を実施

防災機能を有
するみどりの
保全及び活用 

勝山公園における防災
倉庫の整備や、地域防災
計画に基づく避難地の
指定など、減災に資する
ための整備の実施

市街地内の
みどりの今
後のあり方
検討 

貴重な緑の保
全 

開発行為に対する緑地
の確保や、保存樹の指定
などの実施

【まちなかの 
みどりの保全】

・各種制度を活用による市街
地内の貴重なみどりの保全
・街路樹基本計画に基づく街
路樹の適正な維持管理によ
る安全で魅力的な沿道のみ
どりによる演出 

街路樹の適正
管理 

街路樹基本計画を踏ま
えた、適正な維持管理の
実施 

生態系の保
全活動や、学
習活動の充
実 

市内の緑を環
境学習の場と
して活用 

山田緑地や平尾台自然
の郷などでのみどりを
活用した環境学習の実
施 

【みどりからの 
学びの充実】

・みどりを活用した環境学習
の場や機会の充実 

響灘ビオトープなどに

表 4-2　前計画の取組実績（みどりの保全）
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（３）市街地の緑化
市街地のみどりは、都市生活にうるおいを与えるだけでなく、空気の浄化作用や緑
陰などによるヒートアイランド現象の抑制にも寄与しています。そのため、まちなかの
みどりを適切に保全・活用・創出していくことが求められています。

前計画改定時
（平成 24 年 2月時点） 

現状
（令和 2年度末時点） 

課題 取組の方向性 これまでの取組実績 今後の課題 

民有地（住
宅、商業、工
業地）の緑化 

多様な主体に
よる、生態系に
配慮した質の
高いみどりづ
くり 

おいて生態系に配慮し
た整備を実施するとと
もに、自然とふれあうイ
ベントや講座を実施

【市街地のみどりの確保】
・官民協働による民有地のみ
どりの確保と取組への支援
充実 

小倉都心・黒崎
副都心などに
おける花と緑
による特色あ
る景観づくり 

駅前のペデストリアン
デッキ上の花壇整備な
どによる花と緑のまち
づくりの実施 

商業地におけ
る屋上緑化や
壁面緑化の増
進 

基金による屋上緑化や
緑化活動に対する補助
の実施 

工業地おける
緑化の推進 

工場緑化協定や、工場立
地法に基づく計画的な
緑地の確保

ヒートアイ
ランド現象
の軽減 

気温の上昇を
緩和する緑化
の推進 

基金による屋上緑化や
緑化活動に対する補助
の実施 

【気候変動への適応】
・気候変動に適応した市街地
内のみどりの確保 

響灘ビオトープなどに

表 4-3　前計画の取組実績（市街地の緑化）
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（４）公園の整備
身近な公園や狭小な公園では、少子高齢化などによる利用者層の変化や多様化す
る市民ニーズに対応し、地域コミュニティの活性化につながる利活用が求められていま
す。また、近年の自然災害の激甚化・頻発化により、市民の安全に対する関心は高まっ
ており、防災機能を有し、暮らしの安全性を高める公園が求められています。

前計画改定時
（平成 24 年 2月時点） 

現状
（令和 2年度末時点） 

課題 取組の方向性 これまでの取組実績 今後の課題 

拠点となる
公園のあり
方検討 

にぎわいづく
りの拠点とな
る公園の充実 

公民協働による勝山公

（グリーンパーク）の大
型遊具整備によるにぎ
わいづくりなど、本市の
拠点となる公園づくり
の実施

【公園の魅力向上】 

にぎわいの拠点となる公園
の魅力向上

・様々な手法を用いた本市の

社会情勢の
変化に対応
した身近な
公園のあり
方検討 

社会情勢の変
化（人口減少、
高齢化少子化
など）やニーズ
の多様化（子育
て、高齢者の健
康増進。生きが
いづくりなど）
に対応した既
存公園の有効
活用 

子育てや高齢者の健康
増進など多様化するニ
ーズに対応した公園づ
くりの実施 

【多様なニーズへの対応】
多様な市民ニーズに対応し、・
市民に寄り添った公園づく
りのための適切な手法の検
討 

周辺住民との慎重な協
議に基づく、狭小公園の
機能分担や統廃合など、
必要な取組の実施 

安全の確保 

公園施設の安
全確保と適正
な維持管理 

定期的な公園巡視及び、
公園施設長寿命化計画
に基づく計画的な整備
及び維持管理の実施

【安全と安心の確保】 
・みどりの様々な機能を活用
した安全で安心して利用で
きる公園づくり 

公園樹や街路
樹の良好な育
成と管理 

定期的な公園巡視及び、
街路樹基本計画を踏ま
えた、街路樹の計画的な
植栽や維持管理の実施

高齢者や障害
者にやさしい
公園づくり 

公園施設のバリアフリ
ー化及び、ユニバーサル
デザイン＊化の実施

避難地の確保
や公園犯罪の
抑止 

危機管理室と調整した、
適切な避難地の確保 

園の活性化や、響灘緑地

表 4-4　前計画の取組実績（公園の整備）
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（５）多様な主体との協働
公園などのみどりは、地域活動を支え、地域のコミュニティを強める役割を担ってい
ます。そのため、公園などの管理において、市には、市民・事業者・NPO＊など、多
様な主体との協働によるみどりのまちづくりの視点が求められています。

前計画改定時
（平成 24 年 2月時点） 

現状
（令和 2年度末時点） 

課題 取組の方向性 これまでの取組実績 今後の課題 

多様な主体
による公園
管理のあり
方検討 

地域で連携し
て参画する公
園づくりや管
理の推進 

地域に役立つ公園づく
り事業における市民協
働型の公園整備や、公園
愛護会による維持管理
活動の支援などの実施

多様な主体が
参加する花と
緑づくりの推
進 

花咲く街かどづくり事
業における住民主体の
花壇づくりや、企業の賛
同を得たスポンサー花
壇などの整備の実施

地域活動を支
援する助成や
情報発信の充
実 

公園愛護会への助成や、
花の名所マップなどの
みどりに関わる情報発
信の実施 

【情報発信の充実】
・発信媒体や発信内容の検討
と効率的かつ効果的な情報
発信の実施 

【地域住民との協働】
・地域住民と連携した公園の
維持管理などの取組の充実

【公民連携の推進】 
・民間事業者のノウハウ活用
などによる多様な主体と連
携した公園の維持管理など
の取組の充実

表 4-5　前計画の取組実績（多様な主体との協働）




